
２０２２年１０月

メンバーズＶＯＩＣＥ議案書
◎労使協議における「人事賃金制度」や「働く環境整備」、「労働条件に関わる協議」に
ついて、対象の企業・雇用形態のメンバーへ、資料配布と動画を用いて共有を行います。

◎今回は「函館丸井今井」「月給制社員」が対象 です。

※内容の１については、時給制社員も対象となりますので、ご確認をお願いします。

◎意見・質問は「Forms（最終頁）」または「各組合事務所」までお願いします。

＜今回の内容＞

２０２２年１２月賞与組合要求（案）
１．函館丸井今井を取り巻く環境【報告事項】

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

３．２０２２年１２月賞与要求（案）【審議決定事項】

社外秘

動画QRコード
※リンク先は組合HPです。

ログインID： ３７ ＋社員番号

パスワード： 生年月日



１．函館丸井今井を取り巻く環境 【報告事項】

Ｐ２

• 直近の業績推移については、２０２０年度以降、コロナによる消費マインドの変化が想定以上に長期化していお
り、営業に与える影響は徐々に少なくなっているものの、厳しい経営環境が続いています。

• ２０２１年度の業績は、ショップ撤退や営業制限など、コロナによる影響もあり、トップラインである売上に苦
戦したことから、２０２２年明け以降に周年記念を中心とした各施策や経費効率化に取り組みましたが、ショッ
プ撤退や営業制限などトップラインである売上に苦戦したことから、△約４３百万円の減収減益、２年連続の営
業赤字となりました。

単位：百万 2018年度 2019年度
2020年度
※コロナ

2021年度
※コロナ

売上 7,289 7,439 5,968 5,820

差益率 22.45% 22.47% 22.15% 21.72%

その他営業収入 62 62 56 65

営業総利益 1,714 1,734 1,367 1,329

販売管理費 1,657 1,645 1,400 1,373

営業利益 48 89 △24 △43

（１）直近の業績推移



１．函館丸井今井を取り巻く環境 【報告事項】

Ｐ３

単位：百万

2022年度

上期※8月まで 下期
※組合確認予算

年間
※組合確認予算

実績 前年比 前年差 予算比 予算差 予算 計画

売上 2,309 104.4% 98 92.1% ▲197 3,296 6,156

差益率 21.81% - 0 - ▲0.05% 21.80% 21.81%

その他営業収入 27 114.9% 4 82.8% ▲6 45 79

営業総利益 531 104.9% 506 91.4% ▲50 764 1,421

販売管理費 542 97.8% 554 97.8% ▲12 727 1,378

営業利益 △11 - 37 - ▲38 37 43

（２）２０２２年度業績動向
• ８月までの売上は、開業祭のコア月として設定していた4月が、コロナの市中感染増により苦戦となったことを踏まえて、

遊休地スペースへの追加催事や外商サロンでの追加販売販売会など上期を通して、挽回に取り組みました。また、高感度

上質を切り口に伊勢丹新宿との連携したPOPUPストアや、8月五稜郭まちなかフェスティバルなどの地域振興など、集客に

つながる施策や、新たな販売体制が少しずつ販売実績となり成果に結びつき、前年比は104.4%と上回っている一方で、予

算に対しては92.1%と大きく下回る結果となっています。

• 販売管理費については、駐車場解体、リニューアルによる収支構造改革の取り組みや、業務委託費の削減もあり、販売管

理費は予算に対して１２百万円下回る結果となりましたが、電気を中心とした光熱費の高騰が想定以上となっており、今

後も収支に影響を与える想定となります。

• 営業利益は、１１百万円の営業赤字の結果となり、上期での営業黒字は厳しい一方で、前年に対して増収増益となってい

ます。下期以降は、営業施策の最大化や、追加の経費効率化に取り組み、黒字転換と当初の営業利益目標である４３百万

円の達成を目指します。



２０２３年度

１．既存のお客さまに加えて、４０代＋観光客
を固定化し、ホスピタリティ高いコンサル（接
客）を行う

２．全国・世界中の商品・サービス・イベント
を体験できる日本一楽しい函館唯一の百貨店

３．グループ内の地域会社として存在意義が確
立されている会社

（３）２０２２年度年度方針

Ｐ４

１．函館丸井今井を取り巻く環境 【報告事項】

3カ年計画：2024年度の店舗イメージ

将来の店舗イメージ実現に向けて具現化し、課題
解決すること

１．組織改正

➀日本中のどこもやっていない販売体制にトライアル
し生産性を向上する（SM制から店舗運営チーム制へ）

２．収支構造改革

➀定借収入の取り組み（マイナンバーカードなど）
➁新駐車場による経費構造見直しと収入拡大

３．働き方改革

➀従業員が、個人の成長を考え、働きやすい環境とな
るよう
「業務改革」を重点に従業員満足度の改善・向上に継
続して取り組む

２０２４年度

2022年度：第１ステップ
『全員の販売意識改革』

利益

４３百
万円

MIカード

17,500件

売上

６３億
円

２０２２年度



（３）２０２２年度店舗運営の取り組み

Ｐ５

日本で一番楽しい百貨店になる
売上規模と利益が安定している企業

従業員が働きやすく、地元顧客が誇れる企業になる
【従業員満足度向上・地域貢献】

持続可能な社会に向けた、地球規模での社会貢献の実現
【ＳＤＧｓ取り組み】

【今起きている、今後も続く課題】
社員減少による販売体制・お買い場の崩壊
さらなる接客・サービス・モチベーション低下

＜２０２２年度組織改正＞

日本中のどこもやっていない販売体制にトライアル（SM制から店舗運営チーム制へ）
①全てを止めても店頭接客を強化する体制⇒お客さまがいる所に販売員を配置
②新しい目で見て有期をもってやめる無くすを実現する

⇒古い慣習を捨てる。時にはお客さまにご協力してもらうスタンス

• ２０２２年度は、営業利益目標の達成し、将来に向けて「売上規模と利益が安定している企業」を目指すため

に、4月から組織改正を行い、特に店舗運営のあり方について抜本的に見直し、新たな運営モデルに全従業員

でチャレンジしています。

• 下期に向けては、商品知識を向上した上での売上貢献ができる環境整備や、要員が限られている中、目指すコ

ンサル販売の好事例を数多く創出し、より働きがい・やりがいのある運営体制となるための課題解決に取り組

みます。

※2022年3月組織説明会より

１．函館丸井今井を取り巻く環境 【報告事項】



Ｐ６

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

（１）賞与交渉方式について

• グループ全体で賞与交渉方式は、「ベースとなる賞与の考え方」を春の交渉で労使確認し、最終の賞与交渉を経た「要

求、支給詳細」は、直近業績と賞与支給時期を近づけた交渉、労使合意をするスキームとしてます。

• また、ベースとなる賞与の考え方の「支給表」、支給水準を判定する「業績評価指標」についても、共通方針に沿って

要求を行います。

↓今回のＶＯＩＣＥの内容は
下記赤線囲い部分の要求（案）＜賞与交渉のイメージ・スケジュール＞



Ｐ７

• 賞与要求（基本賞与水準＋業績反映部分）にあたっては、２０２２年度春の交渉で労使確認をした「ベースとな
る賞与の考え方」を基に、労使協議、要求を行い、早期に合意を目指します。

（※２０２２年度春の交渉議案書Ｐ８２参照）

（２）前提認識

① 基本賞与水準は、現行の基本賞与と直近の業績加算金要求を基に、「平均
２.００ヶ月 /年（１２月：１.００ヶ月、６月：１.０ヶ月）」です。

② 支給表は、右記の通りです。

③ 業績評価指標は、「年間営業利益」をベースに黒字達成、前年達成度、予
算達成度等の結果を中心とし、総合的に勘案した交渉を行います。

④ 支給表の変動方法は、基本賞与の支給表に加算をする仕組みとして「営業
利益目標（毎年確認）を上回った利益の１/３」をベースに変動を年度業績

確定後に協議して６月賞与に反映します。なお、変更がない場合は「評議
員会」にて審議決定します。

⑤ 業績評価指標・支給表の変動方法は、前述をベースの考え方としますが、
企業状況（大幅な売上・利益増減、定性的変動等）も総合的に勘案して、
別途労使交渉も行っていくこととします。

⑥ また、加算をする支給部分については、時給制社員も同様に協議します。

評価
１２月賞与

ヶ月
６月賞与
ヶ月

S １.２０ １.２０

A １.１０ １.１０

B １.００ １.００

C ０.９０ ０.９０

D ０.８０ ０.８０

評価
１２月賞与

ヶ月
６月賞与
ヶ月

S １.３０ １.３０

A １.１５ １.１５

B １.００ １.００

C ０.８５ ０.８５

D ０.７０ ０.７０

（３）ベースとなる賞与の考え方

• 基本賞与の年間水準である「平均２．００ヶ月」については、これま
での労使協議経緯や従業員の意識からも「生活給」としての位置づけ
が強いと捉えており、原則これを下回らない要求を検討します。

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

＜エルダー・エルダースペシャル＞



Ｐ８

２．賞与要求にあたり考え方 【報告事項】

• 直近の業績推移については、コロナによる消費マインドの変化が想定以上に長期化していおり、営業に与える
影響は徐々に少なくなっているものの、厳しい経営環境が続いています。２０２０年度以降２年連続で営業赤
字となっています。

• ８月までの売上は、好結果の施策や、新たな販売体制が成果に結びつき始め、前年に対して上回っています。
一方で、コロナによる影響が続いていることから、予算に対しては９２.１%と大きく下回る結果となっていま
す。

• 営業利益は、１１百万円の営業赤字の結果となっており、上期での営業黒字は厳しい一方で、前年に対して増
収増益となっています。下期以降は、営業施策の最大化や、追加の経費効率化に取り組み、黒字転換と当初の
営業利益目標である４３百万円の達成を目指します。

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

売上
（百万） 8,547 8,081 7,595 7,289 7,439 5,985 5,820

営業利益
（百万） 122 51 22 57 88 ▲24 ▲43

基本賞与
（ヶ月、年
間）

1.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

業績加算金 0.928 0 0 0 0.12 0 0

備考 ※基本引き
上げ

※業績加算金は、2018年度より時給制社員も同一要求

（４）環境認識



Ｐ９

（４）賞与要求スタンス

２．賞与要求にあたり考え方 【報告事項】

• 函館丸井今井を取り巻く商環境は、コロナ禍の収束が未だ見通せない中、商売も

苦戦を強いられており、２０２０年度以降、２年連続営業利益の赤字となってい

ます。

• ２０２２年度は、私たちが置かれている企業動向を正しく認識しながら、強い危

機感のもと「黒字に転換した上での営業利益目標の達成」や、「３カ年計画で見

据える将来の店舗イメージを目指すための第１ステップ」である新たな販売体制

や収支構造改革に取り組む重要な位置づけであると捉えています。

• ２０２２年１２月支給賞与の要求にあたっては、これまでの労使協議の経緯や、

従業員意識を踏まえ、従業員の生活を最大限維持することを最優先と考えます。

• また、業績動向については、上期の営業利益の黒字とはなりませんでしたが、前

年を上回る増収増益の結果となっており、着実に取り組みの成果に結びついてい

るとも捉えています。上期のマイナス分を挽回した上で、黒字転換・営業利益目

標達成を実現するには、下期のさらなるメンバーの奮起が必要です。こうした

「前提認識」「環境認識」を総合的に踏まえて、今賞与の要求を行います。

• 今後に向けて労働組合では、従業員一丸となって「販売意識改革」にチャレンジしている中、新たな店舗運営

モデル体制を中心とした企業戦略の実行性が高まり、大きな成果につなげるべく、みなさん一人ひとりとの直

接対話を行います。その上で課題解決に向けた労使協議を行います。この難局を乗り越え、知恵を出し合いな

がら、働きやすく、やりがいのある新たな函館丸井今井をともに目指しましょう。



Ｐ１０

３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】

評価
２０２２年１２月
基本賞与ヶ月
※今回要求

２０２３年６月

賞与ヶ月＋業績
加算

２０２２年度
賞与ヶ月

S １.２０ １.２０

平均
２.００
（未定）

A １.１０ １.１０

B １.００ １.００

C ０.９０ ０.９０

D ０.８０ ０.８０

評価
２０２２年１２月
基本賞与ヶ月
※今回要求

２０２３年６月
賞与ヶ月＋業績加算

２０２２年度
賞与ヶ月

S １.３０ １.３０

平均
２.００
（未定）

A １.１５ １.１５

B １.００ １.００

C ０.８５ ０.８５

D ０.７０ ０.７０

＜ゼネラル・メイト・スペシャルスタッフ＞
※評価分布は「平均Ｂ以上」（スペシャルは絶対評価）

＜エルダースタッフ・エルダースペシャルスタッフ＞

※評価分布は「絶対評価」

（１）２０２２年１２月賞与要求（雇用形態別支給ヶ月、評価分布要求）

• 基本賞与水準は、ベースとなる賞与の支給表通りの「平均１．００ヵ月」の要求を行います。



３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】

（２）雇用形態別の要求、支給細則

①ゼネラルスタッフ（ステージＢ・Ｃ）

・２０２２年１２月の基本賞与を右記の「支給表」で要求します。

・評価部分については、「平均Ｂ以上」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

評価 2022年12月

Ｓ 1.20ヵ月

Ａ 1.10ヵ月

Ｂ 1.00ヵ月

Ｃ 0.90ヵ月

Ｄ 0.80ヵ月

①支給対象
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年9月30日を基準とする。
・ただし、メイトスタッフからゼネラルスタッフに登用された者は、ゼネラルスタッフとしての賞与を支給する。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月×(出勤日数÷所定労働日数） 」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１１



②メイトスタッフ

・２０２２年１２月の基本賞与を右記の「支給表」で要求します。

・評価部分については、「平均Ｂ以上」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年9月30日を基準とする。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月× (出勤日数÷所定労働日数) 」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１２

評価 2022年12月

Ｓ 1.20ヵ月

Ａ 1.10ヵ月

Ｂ 1.00ヵ月

Ｃ 0.90ヵ月

Ｄ 0.80ヵ月

３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】



③エルダースタッフⅡ、Ⅲ、Ⅳ

・２０２２年１２月の基本賞与を右記の「支給表」で支給することを要求します。

・評価部分については、「絶対評価」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

評価 2022年12月

Ｓ 1.30ヵ月

Ａ 1.15ヵ月

Ｂ 1.00ヵ月

Ｃ 0.85ヵ月

Ｄ 0.70ヵ月

①支給対象
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年12月1日を基準とする。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」
・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月×(出勤日数÷所定労働日数) 」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１３

３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】



④スペシャルスタッフ

・２０２２年１２月の基本賞与を右記の「支給表」で要求します。

・評価部分については、「絶対評価」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象※個別契約書に賞与に準ずる内容がある場合のみ
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年9月30日を基準とする。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」

・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月× (出勤日数÷所定労働日数) 」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１４

評価 2022年12月

Ｓ 1.20ヵ月

Ａ 1.10ヵ月

Ｂ 1.00ヵ月

Ｃ 0.90ヵ月

Ｄ 0.80ヵ月

３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】



➄エルダースペシャルスタッフ

・２０２２年１２月の基本賞与を右記の「支給表」で要求します。

・評価部分については、「絶対評価」とすることを要求します。

・支給対象・基準日・支給方法については、以下の通り要求します。

①支給対象※個別契約書に賞与に準ずる内容がある場合のみ
・2022年4月1日から2022年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。
・ただし、期間中欠勤・休職日数等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給する。
その際、欠勤日数・休職日数等は、期間中の休日連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。
なお、賞与日割については、それぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出する。

②基準日
・本給、役割ゾーン、および資格は、2022年12月1日を基準とする。
・定年後再雇用された者は、定年後再雇用区分としての賞与を支給する。

③支給方法
・期間中欠勤のない者 「本給×支給ヵ月」

・期間中欠勤、休職のある者 「本給×支給ヵ月× (出勤日数÷所定労働日数) 」

・その他、細部については労使協議の上決定する。

Ｐ１５

評価 2022年12月

Ｓ 1.30ヵ月

Ａ 1.15ヵ月

Ｂ 1.00ヵ月

Ｃ 0.85ヵ月

Ｄ 0.70ヵ月

３．２０２２年１２月賞与要求（案） 【審議決定事項】



日程 労働組合 機関会議

１０月１４日（金） 北海道統括支部４役ＭＴ【支部確認】

１０月１８日（火） 本部執行委員会【審議決定】

１０月２１日（金）
函館丸井今井直轄分会 評議員会【審議決定】
※ＶＯＩＣＥ議案書を審議決定

１０月２５日（火）～１１月３日（木）
ＶＯＩＣＥ【メンバー確認】
※動画配信・資料共有

１１月３日（木）
函館丸井今井直轄分会 評議員会【審議決定】
※ＶＯＩＣＥの意見を踏まえて要求（案）を審議決定

１１月４日（金） 労使協議会【労使合意】

１２月５日（月）※予定 賞与支給日 ※決定次第会社からお知らせします

参考）今後のスケジュール

Ｐ１６

今後のスケジュール



今回の共有は以上になります
＜今回の内容＞

２０２２年１２月賞与組合要求（案）

１．函館丸井今井を取り巻く環境【報告事項】

２．賞与要求にあたり考え方【報告事項】

３．２０２２年１２月賞与要求（案）【審議決定事項】

◎「Forms」へ、質問・意見をお願いします！！（以下のQRから簡単に入力できます）

Ｐ１７

https://forms.office.com/r/EeyrjyCtHg



函館丸井今井直轄分会 組合役員体制

私たちにお声をお寄せください！！

第１０期（２０２２年１０月～２０２４年９月）活動テーマ
『未来へ、全員で意識・行動を変えよう』

<活動テーマ策定にあたり>
企業存続、発展のためには、将来目指す店舗の実現や黒字転換を目標とし、

全従業員が当事者意識をもち取り組むことが重要です。販売意識改革を中心とする
新たな店舗運営や業務の精度向上を通じ、成果に繋げていく、その大きな変化に挑戦する、
頑張るメンバーを応援し、悩みには共に寄り添い、考える活動に取り組みます。
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